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賃貸住宅に係る住宅用火災警報器設置義務化と対応について

１ はじめに

消防法の改正により､ すべての住宅用火災警報器の設置が義務付けられました｡ 新

築住宅については既に平成��年６月１日から設置が義務付けられていますが､ 既存の
住宅についても､ 遅くても平成��年 (����年) ５月中までの各自治体ごとに条例で定
められた施行時期から､ その設置が義務化されることになります (各自治体の施行時

期は別表のとおり)｡ 既に施行されている自治体もあります)｡

持ち家であれば､ 自らが所有し､ 居住している住宅の設備の問題なので､ 所有者等

の責任と負担で対応すればよいだけですが､ 賃貸住宅の場合には､ 誰の責任と負担で

設置するのかや､ 設置する場所が借主等が占有している部分であることなどから生ず

る対応など､ 検討すべき課題がいくつもあります｡

本稿では､ 火災警報器設置義務化に伴う賃貸住宅の管理業者・媒介業者としての対

応と､ その際に参考となる書式を用意しましたので､ 会員各位の業務にお役立ていた

だければ幸いです｡

２ オーナーに対する周知徹底

(１) 住宅用火災警報器の設置の必要性と貸主・オーナーの責任

住宅用火災警報器の設置義務に反している場合でも､ 消防法では設置義務者に対

する罰則はありません｡

しかし､ 賃貸住宅のオーナーは､ 貸主として､ 借主に対し､ 物件を賃貸目的に従っ

て利用させる義務を負っています (民法���条)｡ そしてこの義務の中には､ 借主の
安心安全な居住の確保のため､ 法に則した各種設備を備える義務も含まれていると

解されます｡ そうすると､ 住宅用火災警報器未設置の賃貸住宅の貸主は､ 借主との

間で賃貸借契約上の債務不履行の状況にあると評価される可能性があります｡

また､ 同時に､ 賃貸住宅のオーナーは､ 建物の所有者として､ 消防法で義務付け

られている住宅用火災警報器が未設置であるという建物の保存上の瑕疵に基づき､

工作物責任 (無過失責任) を負うことも考えられます｡

したがって､ 賃貸住宅の貸主・オーナーは､ 貸主として､ あるいは建物所有者と

して､ 万が一火災が発生し､ 住宅用火災警報器が設置されていないことによって借

主等の生命や財産に損害が生じた場合には､ 民事上の責任を負う可能性があります｡

また､ 場合によっては刑事上の責任 (業務上過失致死傷罪) も問われかねません｡

したがって､ 貸主・オーナーは､ 賃貸住宅につき､ 法に則って住宅用火災警報器

を設置する必要性と責任があります｡

－ 1－
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(２) 誰が設置すべきか

ところで消防法では､ 住宅用火災警報器の設置義務者として､ 所有者､ 管理者又

は占有者が定められています｡ したがって､ 貸主・オーナーが対応しなくても､ 管

理者 (管理業者) や占有者 (借主) が対応すればよいとして､ ことさら貸主・オー

ナーの責任を強調する必要性はないという考え方があるようです｡

しかし､ 管理者 (管理業者) が住宅用火災警報器を設置するということは､ オー

ナーの所有物である建物に工事を施すことですから､ オーナーからその点につき授

権されている必要があります｡ 貸主・オーナーからの管理委託契約の中で法令で定

められた設備の設置についても受託されていない場合には､ オーナーの意向にかか

わらず管理者が直接に設置義務を負うとまで解することはできないでしょう｡

また､ 借主は ｢占有者｣ に該当しますが､ 住宅用火災警報器の設置は､ 建物等に

造作を施すものであり､ 契約上あらかじめ認められている場合を除き､ 貸主の承諾

を要します｡ したがって､ 借主が占有者として直接に義務を負うのは､ 貸主との合

意に基づき借主が実施すべき契約上の義務を負っている場合と考えられます｡

そうすると､ 賃貸住宅においては､ これらの点及び上記 (１) の貸主または所有

者としての義務を考慮すれば､ 原則として貸主・オーナーが対応しなければならな

いということになりましょう｡

(３) オーナーに対する周知徹底

以上の点から､ 管理業者としては､ 貸主・オーナーに対し､ 住宅用火災警報器の

設置につき周知を徹底し､ 対応を促す必要があります｡

(２) で記載したとおり､ 一義的な設置義務者は原則として貸主・オーナーとい

うことになりますが､ この問題は居住者の生命身体の安全に直結する問題であるた

め､ 設置等を授権されていない場合でも､ 管理業者の善管注意義務の一環として､

貸主・オーナーに対し十分な情報提供をし､ その設置につき働きかけをすることが

求められます｡ (参考として､ オーナーへの情報提供のための書面として､ 書式１

を用意しましたので､ ご参照ください)｡

(４) オーナーが設置を承諾しない場合の対応

－ 2－

(ポイント)
火災警報器の設置義務違反に対し､ 消防法上罰則はないが､ 未設置で火災等による被

害が生じた場合､ 貸主・オーナーに民事上の責任が生じる可能性がある｡

(ポイント)
① 原則として､ 貸主・オーナーが設置義務を負う｡

② 管理委託契約等の中で法令上の設備の設置につき授権があれば､ 管理業者も設置義

務を負う｡

③ 賃貸借契約等で借主に設置義務があるとしている場合には､ 借主も設置義務を負う｡
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管理業者として十分な情報提供を行い､ 働きかけをしたにもかかわらず､ 貸主・

オーナーが設置をしないとした場合には､ 以下のいずれかの対応が必要となります｡

３ 借主に対する対応

(１) 借主側で設置する場合の対応

貸主・借主間の合意 (契約) により､ 借主が設置をするという取扱にすることも

できます｡ 貸主・借主間で協議の上､ 合意ができれば､ 賃貸借契約書に必要事項を

規定し (特約例１参照)､ または既存の賃貸借については別に合意書などを取り交

わして (書式３参照)､ 借主に義務付けたことを明らかにするとともに､ その履行

がなされていないときは､ 履行を催促します (書式４参照)｡

なお､ 賃貸借契約において借主に設置義務を課したとしても､ 仮に借主が履行し

なかった場合で事故が発生したとき､ 貸主・オーナーは､ 借主との関係では免責され

るとしても (借主側の全面的な債務不履行)､ 第三者に損害が生じた場合､ 工作物責

任の観点から､ 完全に免責されうるかは定かではありません｡ 貸主であるオーナーと

しては､ 借主が実際に設置したかどうかを確認しておくことが望ましいでしょう｡

－ 3－

① 管理業者としては､ 自らの善管注意義務を果たしたことを明らかにするため､ 情報

提供・働きかけの事実を記録に残しておく｡ 書式２のように､ 再度のお願いなどの書

面を作成しオーナーに渡すことが考えられる｡ また､ 当該書面には､ オーナーが設置

しない場合の管理業者の免責条項を入れておくことも考えられる｡

② なお､ 貸主・借主間の合意 (契約) により借主が設置をするという取扱もできる｡

借主と協議の上､ 合意ができれば､ 賃貸借契約書に必要事項を規定し､ あるいは別に

合意書などを取り交わして､ 借主へ義務付けたことを明らかにする (３(１)参照)｡

③ また､ ②の対応ができないときは､ 違法状態が改善されないままでの物件の管理は

困難であるとして､ 当該物件の管理から手を引くことも検討する必要がある (管理業

者としては､ 仮に①の対応をしていたとしても､ 被害者からは共同不法行為者として

責任を問われかねないという訴訟リスクを抱えることになる)｡

特約例１

(住宅用火災警報器の設置・点検)

第○条 乙 (借主) は､ 本物件につき､ 乙の責任と負担において､ 住宅用火災警

報器を設置し､ 設置が完了した時点で別添書式に従い甲に対し連絡する

ものとする｡

２ 乙は､ 退去時に､ 住宅用火災警報器の買取または当該機器設置・管理費

用の負担を甲に請求することはできない｡

３ 乙は､ 本物件内に設置した住宅用火災警報器につき､ 当該機器の説明書

等の記載に従い定期的に点検を行うものとする｡ この場合において､ 当

該機器の作動状況に異常を発見したときには､ 直ちに乙の負担において
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(２) 貸主・オーナーの設置に対し､ 借主が協力しない場合の対応

貸主・オーナーが住宅用火災警報器の設置等をする場合に､ 借主が占有している

賃貸物件内に立入る必要が生じます｡ この場合､ 物件内への立入りや工事の実施に

つき借主に連絡します (書式５参照)｡

ただし､ この際に借主が立入り等を拒むケースがあることから､ その場合の対応

も考えておかなければなりません｡

借主が賃貸借上負っている善管注意義務には､ 必要な設備等の工事や修繕に協力

すべき義務が含まれると考えられ､ 正当な理由なく立入りを拒否することは債務不

履行に当たると解されます｡ また､ 法令改正により新たに設置が義務付けられた設

備を設置することは､ 賃貸物件の ｢保存に必要な行為｣ と解することも可能であり､

この ｢保存に必要な行為｣ については借主は拒否することはできません (民法���
条２項)｡ 必要な修繕工事につき借主が正当な理由もなく立入りを拒否することは､

信頼関係破壊に当たり契約解除が認められるとした裁判例もあります｡

したがって､ この場合には､ 以下のような対応が考えられます｡

(３) 貸主側で設置した住宅用火災警報器の定期点検及び修理の問題

住宅用火災警報器が設置されていても､ 電池切れ等によって作動しなければ､ 意

味はありませんので､ その作動状況につき定期的に点検することが大切です｡

借主の居住する専用部分内に設置してあるものについては､ 借主の入居前に作動状

況を確認するとともに､ その後は貸主・オーナー側で専用部分内に立入って点検をす

るか､ 借主側で定期的に確認してその報告を求めるようにするかを検討しておきます｡

ただ､ 実際には､ 貸主・オーナー側でその都度対応することは現実的でありませ

んし､ 立入りを拒否された場合には､ 上記 (２) と同じ問題が生じるおそれがあり

ます｡

したがって､ 実際の対応としては､ 借主側に点検等を求めることが想定されます｡

この場合には､ 以下の対応が必要でしょう｡

－ 4－

修理等を行い､ その結果を甲に報告するものとする｡

※末尾に書式３の ｢(別添) 設置報告書｣ を添付する｡

① 借主に対し､ 借主には協力義務があることを示して再度協力を促す (書式６参照)｡

② それでも拒否しつづける場合には､ 契約解除の方策も検討する｡

③ あわせて､ 一連の経緯を記録に残し､ 当該工事ができなかったことが､ 正当な理由

がなく立入りを拒否した借主の責任であることを明確にしておく (工事未了の段階で

事故が発生した場合のリスクに備える)｡

① 契約書に借主が点検等を行うことを明記して合意しておく (特約例２Ａ参照)
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(４) 住宅用火災警報器の不具合におけるメーカーの責任

なお､ 住宅用火災警報器には一般にメーカーによる保証がついています｡ したがっ

て､ 仮に火災警報器が作動しなかったことによって被害が生じた場合には､ メーカー

に責任を問えるという考え方も示されているようです｡

しかし､ 保証の内容によりますが､ 定期的な点検を怠って不具合が生じた場合ま

でメーカーの保証が及ぶことは通常考えられません｡ また､ メーカー側に製造物責

任が発生するのは､ 当該住宅用火災警報器そのものに欠陥があった場合であって､

点検等を行わないことによって事後的に生じた不具合までカバーするものではあり

ません｡

したがって､ メーカー保証があるからといって､ 定期点検と必要な修理等の必要

性がなくなるわけではないことに注意しましょう｡

４ 媒介の立場からの対応

(１) 重要事項説明

賃貸住宅の媒介の立場からは､ 火災警報器は設置が義務付けられている設備であっ

て､ 借主等の生命財産等にとって大変重要であることから､ 重要事項説明の建物の

設備等の中で､ その有無及び未設置の場合の対応 (入居時までに貸主が設置するの

か､ 入居後借主が設置するのか｡ 後者の場合どちらの費用負担で行うのか｡) を説

明しておくことが望まれます｡

－ 5－

(貸主側で行う場合には､ 協力義務を明記しておく (特約例２Ｂ参照))

② 所定の期限までに報告がない場合には書面で点検を促し､ その結果等を書面でもらっ

て記録として残しておく (書式７参照)｡

特約例２

Ａ 借主側が行う場合

(住宅用火災警報器の点検)

第○条 乙は､ 本物件内に設置されている住宅用火災警報器につき､ 甲の指示

に従い点検を行うものとする｡ この場合において､ 当該機器の作動状況に異常

を発見したときには､ 直ちに甲に連絡し､ 甲の対応に協力しなければならない｡

Ｂ 貸主側が行う場合

(住宅用火災警報器の点検への協力)

第○条 乙は､ 本物件内に設置されている住宅用火災警報器につき甲が行う点

検等に際し､ 本物件内への立入り等につき協力しなければならない｡

※本会があっせんしている住宅用火災警報器メーカーに､ 借主用の点検方法の解説を作成し

てもらいましたので､ あわせてご利用ください (チラシ１､ チラシ２)｡

������������������������������������������������������



(２) 未設置の場合の対応

なお､ 未設置という状況が確認できた場合､ 媒介の立場としても､ 不動産取引の

専門家として､ まずは貸主に対し､ 火災警報器が未設置であれば消防法に反するこ

と､ 仮に事故が生じた場合責任が生じうることを説明し､ 設置を助言するなどの対

応が期待されます｡

したがって､ 貸主に対しては､ 書式８のようなもので､ 住宅用火災警報器の設置

状況及び今後の方針を確認しておくことが考えられます｡

また､ 未設置のまま賃貸し､ 借主側で設置をするという方針を採る場合には､ 賃

貸借契約の特約で､ 借主側にその旨の義務付けをしておくとともに (特約例１参照)､

その特約が履行されたかを書式４などで確認することを貸主に対し促しておくこと

が考えられます｡

(３) 定期点検等の対応

定期点検等の方法及びそれに対する協力義務等 (貸主側が行う場合には立入り等

への協力義務､ 借主側で行う場合には当該点検義務) についても､ 契約書等で取り

決めをしておくことが望まれます (特約例２参照)｡

５ 関係書式

上記１～４記載の業務遂行の参考として､ 次の書式を用意しました｡ 業務の参考

にしてください｡

書式１ オーナーへのご案内 (対貸主・オーナー)

書式２ オーナーへの再度のご案内 (対貸主・オーナー)

書式３ 借主側設置の場合の合意書 (対貸主・借主)

書式４ 借主側設置の場合の再度の要請書 (対借主)

書式５ オーナー側設置の場合の立入り・工事実施通知書 (対借主)

書式６ オーナー側での立入り等に対し拒否した場合の通知書 (対借主)

書式７ 借主側への点検報告依頼書 (対借主)

書式８ 媒介の場合の貸主への確認書 (対貸主)

チラシ１ ���������住宅用火災警報器定期点検のお願い
チラシ２ �����住宅用火災報知器ご使用上のお願い事項について

－ 6－

(ポイント)
① 重要事項説明では､ その有無及び未設置の場合の対応 (入居時までに貸主が設置す

るのか､ 入居後借主が設置するのか｡ 後者の場合どちらの費用負担で行うのか) を説

明する｡

② 借主側で設置する場合の対応や､ 定期点検の方法につき､ 契約書で定めておく (特

約例２参照)｡
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書式１ オーナーへのご案内

平成 年 月 日

(オーナー氏名) 様

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応のお願い

消防法が改正され､ 平成 年 月 日から､ 市 (区・町・村) 内のすべての

住宅に､ 住宅用火災警報器の設置が義務付けられました｡ 新築であるかどうかや､ 大

きさ､ 持ち家か賃貸かなどを問いません｡ また､ 近い将来建替えなどを予定されてい

ても､ 現に住宅として賃貸されている場合には対象となります｡

当社がオーナー様からお預かりし管理をしている賃貸物件も､ 同様に､ 上記期限ま

でにすべての住戸に住宅用火災警報器を設置いただく必要があります｡

万が一火災が発生し､ 住宅用火災警報器が設置していなかったことが原因で被害が

大きくなったりした場合には､ オーナー様は､ 建物の所有者として損害賠償責任を負

わなければならない事態も生じかねません｡

したがいまして､ 必ず､ 当社がオーナー様からお預かりし管理をしている賃貸物件

につき､ 火災警報器を設置いただきますようお願いいたします｡ 具体的な機器の選定

や設置方法については､ 改めてお時間をいただき打ち合わせさせていただきたいと存

じますので､ 当社までご都合を御連絡ください｡

－ 7－
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書式２ オーナーへの再度のご案内

平成 年 月 日

(オーナー氏名) 様

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応の再度のお願い

先般､ 平成 年 月 日付けで､ 住宅用火災警報器の設置につきお願い申し

上げたところでありますが､ いまだ設置にかかる対応につき御連絡をいただけない状況に

あります｡ 改めまして､ 前回の書面を再読いただき､ 当社がオーナー様からお預かりし

管理をしている賃貸物件につき､ 火災警報器を設置いただきますようお願いいたします｡

具体的な機器の選定や設置方法につきお打ち合わせさせていただきたいと存じますの

で､ 当社まで御連絡ください｡

なお､ 前回の書面でのご説明にもかかわらず事情により設置の必要はないということ

であれば､ お手数ですが､ その理由を下記に記載の上でご回答いただけますようお願い

いたします｡ (また､ 未設置に伴う責任は､ 今後は当社では一切負いませんので､ その

旨ご了承ください｡)

回 答 書

平成 年 月 日付けの書面を確認したが､ 下記の理由により消防用火災警

報器の設置は見合わせる｡

(理由)

平成 年 月 日

(管理業者名)

(貸主氏名)

－ 8－
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書式３ 借主側設置の場合の合意書

合 意 書

貸主 (以下 ｢甲｣ という) 及び借主 (以下 ｢乙｣ という) は､ 乙

が賃借している下記物件 (以下 ｢本物件｣ という) に係る住宅用火災警報器の設置に

関し､ 以下のように合意したので､ その証として本書面２通を作成し､ 双方記名押印

の上､ 各自１通づつ保有する｡

記

(物件の所在地)

(物件の名称)

(設置義務)

第１条 乙は､ 本物件につき､ 乙の責任において､ 住宅用火災警報器を設置し､ 設置

が完了した時点で別添書式に従い甲に対し連絡するものとする｡

(費用の負担)

第２条 前条に定める住宅用火災警報器の設置にかかる費用は､ の負担とす

る｡

(造作買取請求・有益費償還請求の排除)

第３条 乙は､ 退去時に､ 住宅用火災警報器の買取または当該機器の設置・管理費用

の負担を甲に請求することはできない｡

(定期点検)

第４条 乙は､ 本物件内に設置した住宅用火災警報器につき､ 当該機器の説明書等の

記載に従い定期的に点検を行うものとする｡ この場合において､ 当該機器の

作動状況に異常を発見したときには､ 直ちに乙の負担において修理等を行い､

その結果を甲に報告するものとする｡

甲 (貸主) 住所

氏名 印

乙 (借主) 住所

氏名 印

－ 9－
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別 添

設 置 報 告 書

平成 年 月 日

(貸主又は管理業者住所)

(貸主又は管理業者名)

(借主氏名)

住宅用火災警報器につき､ (賃貸借契約書第 条又は平成 年 月 日付

け合意書第１条) にしたがい設置したことを報告します｡

－ 10 －
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書式４ 借主側設置の場合の再度の要請書

平成 年 月 日

(借主氏名) 様

(管理業者住所)

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応のお願い

消防法が改正され､ 平成 年 月 日から､ 市 (区・町・村) 内のすべての

住宅に､ 住宅用火災警報器の設置が義務付けられました｡ 新築であるかどうかや､ 大

きさ､ 持ち家か賃貸かなどを問いません｡ また､ 近い将来建替えなどを予定されてい

ても､ 現に住宅として賃貸されている場合には対象となります｡

貴方様が賃借されている物件も同様に設置が義務化され､ (賃貸借契約書 条又

は平成 年 月 日付け合意書) により､ 借主である貴方様において設置する

ことで合意されております｡

したがいまして､ 住宅用火災警報器を設置いただきますよう重ねてお願い申し上げ

ます｡ なお､ 住宅用火災警報器の設置は､ 延焼防止や被害拡大防止を目的とするもの

でもあり､ 共同住宅である本物件所在の建物では､ その設置がなされていないことに

よって万が一火災が発生し､ その被害が隣接住戸や共用部分にまで及んだ場合､ 法的

責任の対象となります｡ また､ 貸主様とのお約束を守られなかったことになりますの

で､ 貸主様の財産権との関係でも法的責任の対象となりえます｡ 是非ともこれらの点

を考慮の上､ 合意内容に従い設置いただき､ あわせて､ 設置完了時には､ 別添書式

(設置報告書) により当社あてにご連絡いただきますようお願い申し上げます｡

※前ページの書式３別添 (設置報告書) を添付する｡

－ 11 －
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書式５ オーナー側設置の場合の立入り・工事実施通知書

平成 年 月 日

(借主氏名) 様

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応のお願い

消防法が改正され､ 平成 年 月 日から､ 市 (区・町・村) 内のすべての

住宅に､ 住宅用火災警報器の設置が義務付けられました｡ 新築であるかどうかや､ 大

きさ､ 持ち家か賃貸かなどを問いません｡ また､ 近い将来建替えなどを予定されてい

ても､ 現に住宅として賃貸されている場合には対象となります｡

貴方様が賃借され占有されている物件も同様に設置が義務化され､ オーナー様によっ

て設置することとしています｡

つきましては､ オーナー様の委託に基づき､ 当社が下記の要領で､ 住宅用火災警報

器の設置のために貴方様が賃借されている物件に立入り､ 工事をさせていただきたく

存じます｡

工事予定日は､ 以下の日程で考えておりますので､ 別添回答書によりご都合を御連

絡ください｡

また､ 貴方様の方で設置をするということであれば､ 別添回答書によりその旨御連

絡ください｡

記

工事業者

設置箇所

工事予定日時

工事日程に係る連絡先

以 上

－ 12 －
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別 添

回 答 書

(以下に○を付して必要事項を記載の上ご送付願います)

住宅用火災警報器の設置につき

１ 工事予定日時のうち 月 日 時～ 時を希望する｡

２ 工事予定日時はどうしても都合がつかないので､ 別の日程を調整してほしい｡

(当方の希望日時 )

３ 自分 (借主) で設置する｡

４ その他

具体的に記載ください����� �����
平成 年 月 日

(管理業者)

(借主氏名)

－ 13 －
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書式６ オーナー側での立入り等に対し拒否した場合の通知書

(借主氏名) 様

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応の再度のお願い

先般､ 平成 年 月 日付けで､ ｢住宅用火災警報器の設置の義務化及びご

対応のお願い｣ の通知をいたしたところですが､ 貴方様からは､ 立入りや工事の実施

等を拒否する旨ご回答いただきました｡

しかし､ この住宅用火災警報器の設置は､ 消防法で設置が義務付けられたものであ

り､ 住宅としての安全性を確保するために設置されていなければならないものです｡

その設置については､ 借主様にも協力していただく義務があります｡ 日程の変更であ

れば､ 可能な限り調整いたしますが､ 一切受け付けないということは､ 法令上も賃貸

借契約上も認められないことであることをご理解ください｡

あらためまして､ 工事予定期日につき､ 別添の回答書によりご都合を御連絡くださ

い｡

また､ 貴方様の方で設置をするということであれば､ 別添の回答書によりその旨御

連絡ください｡

住宅用火災警報器の設置が安心安全な住生活の実現に重要であることをご確認いた

だき､ あらためてご回答をお願いいたします｡

※前ページの書式５別添 (回答書) を再度添付する｡

－ 14 －
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書式７ 借主側への点検報告依頼書

平成 年 月 日

(借主氏名) 様

(管理業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応のお願い

貴方様が借主として占有されている下記物件については､ オーナー様により住宅用

火災警報器が設置されております｡

ただし､ この火災警報器は､ 別添の要領で点検し､ 機器の作動状況を確認すること

が必要となります｡ 今般点検の時期となりましたので､ 借主様において点検いただき

たく存じます｡

もし､ 点検により異常を発見された場合には､ 直ちに当社まで御連絡ください｡ 再

度の点検､ 修理または機器の交換等の対応をさせていただきます｡

(連絡先)

－ 15 －
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書式８ 媒介の場合の貸主への確認書

平成 年 月 日

(貸主氏名) 様

(媒介業者名)

住宅用火災警報器の設置の義務化及びご対応のお願い

消防法が改正され､ 平成 年 月 日から､ 市 (区・町・村) 内のすべての

住宅に､ 住宅用火災警報器の設置が義務付けられました｡ 新築であるかどうかや､ 大

きさ､ 持ち家か賃貸かなどを問いません｡ また､ 近い将来建替えなどを予定されてい

ても､ 現に住宅として賃貸されている場合には対象となります｡

今回当社が貴方様から媒介を依頼されました賃貸物件も､ 同様に､ 上記期限までに､

住宅用火災警報器が設置されている必要があります｡ 当該機器の設置状況等を重要事

項として借主様に説明し､ 必要な事項を賃貸借契約の中に盛り込む必要がありますの

で､ 当該機器の設置状況及び今後の対応､ 点検方法等の意向を別添回答書によりお知

らせください｡

なお､ 万が一火災が発生し､ 火災警報器が設置していなかったことが原因で被害が

大きくなったりした場合には､ 貸主・オーナー様は､ 貸主として､ あるいは建物の所

有者として､ 損害賠償責任を負わなければならない事態も生じかねません｡ まだ設置

されていない場合には､ 借主様で設置することを取り決めることも可能ですが､ 安心

安全な賃貸住宅の提供という観点から､ 貸主様において設置の上賃貸に供することを

お勧め申し上げます｡

－ 16 －

�������������������������������������������������������



別 添

回 答 書

平成 年 月 日付けで賃貸借契約の媒介を依頼した下記物件に係る住宅用

火災警報器は､ 以下のとおりである｡

記

(物件の所在地)

(物件の名称)

１ 設置状況について (該当するものに○をつけ､ 必要事項を記載してください)

ア 設置している｡ (設置場所 )

イ 設置していない｡

２ １で設置していないと回答された場合の今後の対応方針 (該当するものに○をつ

けてください)

ア 借主の入居時までに設置する｡

イ 費用は自分で負担するが､ 借主において設置するようにしてもらいたい｡

ウ 借主の責任と負担において､ 設置するようにしてもらいたい｡

３ 点検等の方法についての意向 (該当するものに○をつけてください)

ア 貸主側で点検補修をすべて行う｡

イ 点検は借主側で行い､ 補修は貸主側で行う｡

ウ 借主側で点検補修をすべて行う｡

平成 年 月 日

(媒介業者名)

(貸主氏名)

－ 17 －
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